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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第106期

第３四半期
連結累計期間

第107期
第３四半期
連結累計期間

第106期

会計期間
自2020年４月１日
至2020年12月31日

自2021年４月１日
至2021年12月31日

自2020年４月１日
至2021年３月31日

売上高 （百万円） 112,164 95,608 155,460

経常利益 （百万円） 3,491 1,782 5,595

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（百万円） 734 2,540 375

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,814 2,028 4,729

純資産額 （百万円） 68,222 70,432 70,136

総資産額 （百万円） 129,576 134,097 132,887

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 44.30 153.45 22.68

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） - - -

自己資本比率 （％） 51.66 51.50 51.78

 

回次
第106期

第３四半期
連結会計期間

第107期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自2020年10月１日
至2020年12月31日

自2021年10月１日
至2021年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 133.19 7.33

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第３四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用し

た後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　なお、世界的な半導体不足や東南アジアからの部品調達の停滞に加えて、新型コロナウイルスの新たな変異株の出

現等により、不透明な経営環境は続いております。当社グループは、事業活動に及ぼす影響の最小化に努め、適宜適

切な対応を進めてまいります。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当第３四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

　なお、第１四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等

を適用しております。

　これに伴い、当第３四半期連結累計期間における売上高は、前第３四半期連結累計期間と比較して大きく減少して

おります。そのため、当第３四半期連結累計期間における経営成績に関する説明は、売上高について前年同期比較

（％）を記載しておりません。

 

(1）経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間における自動車業界は、世界的な半導体不足や東南アジアからの部品調達の停滞等に

より、自動車メーカー各社が減産を行うなど厳しい状況で推移しました。部品不足は徐々に改善に向かっているも

のの、新型コロナウイルスの新たな変異株の出現等もあり、先行きは不透明な状況が続いています。一方、化学品

の販売価格形成の基準となるナフサ価格は、堅調な化学品需要や原油価格の上昇等により、引き続き高い水準で推

移しました。

　このような事業環境のもと、当社グループは、部品不足が解消した後の挽回生産に備えつつ、減産対応として生

産効率の向上やコスト削減に努めてまいりました。また、自動化投資に加えて、ソーラーパネルの設置や、CO₂削

減に向けた電動型生産設備への置き換えなど、地球環境に配慮した設備投資も積極的に推し進めました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における経営成績は、化学品の販売は堅調に推移したものの、半導体不

足による主要顧客の減産の影響等により、売上高95,608百万円となりました。

　利益面では、減産の影響等により、営業利益1,511百万円（前年同期比63.1％減）、経常利益1,782百万円（前年

同期比48.9％減）となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、投資有価証券売却益を特別利益に

計上したこと等により、2,540百万円（前年同期比246.1％増）となりました。

　なお、前年同期は、工場休止期間中の固定費等（人件費・減価償却費等）を「新型コロナウイルス感染症による

損失」として特別損失に振り替えております。

 

セグメントの経営成績は次のとおりであります。

 

①樹脂加工製品事業

　樹脂加工製品事業においては、売上高は、半導体や部品不足等の影響を受け、グローバルの生産台数は前年同期

を下回りました。利益面では、自動化・省人化をはじめとする生産性の向上に努めたものの、挽回生産を念頭にお

いた従業員の雇用維持により北米を中心に固定費が増加したこと等により、前年同期比で減益となりました。な

お、前年同期は、工場休止期間中の固定費等（人件費・減価償却費等）を「新型コロナウイルス感染症による損

失」として特別損失に振り替えております。

　このような結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は75,076百万円、営業利益は210百万円（前年同期比

93.7％減）となりました。

 

②ケミカル事業

　ケミカル事業においては、ファインケミカル、生活材料、電機・電子分野を中心に需要の回復基調が継続し、売

上は堅調に推移しました。モビリティ、コーティング分野では、自動車メーカーの減産の影響はありましたが、前

年同期に比べて売上は伸長しました。利益面では、物流費の高騰はあったものの増収効果と合理化によるコスト削

減効果により、前年同期比で増益となりました。

　このような結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は20,532百万円、営業利益は1,498百万円（前年同期比

75.2％増）となりました。
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(2）財政状態の分析

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産は72,948百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,587百万円増

加しました。これは主に、原材料及び貯蔵品が1,577百万円、商品及び製品が1,518百万円増加したこと等によるも

のであります。

　また、固定資産は61,148百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,378百万円減少しました。これは主に、政策

保有株式の縮減により投資有価証券が3,960百万円減少したこと等によるものであります。

　これらの結果、総資産は134,097百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,209百万円増加しました。

 

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は53,843百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,794百万円増

加しました。これは主に、支払手形及び買掛金が1,266百万円、電子記録債務が1,120百万円増加したこと等による

ものであります。

　また、固定負債は9,821百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,880百万円減少しました。これは主に繰延税金

負債が1,158百万円減少したこと等によるものであります。

　これらの結果、負債合計は63,664百万円となり、前連結会計年度末に比べ913百万円増加しました。

 

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は70,432百万円となり、前連結会計年度末に比べ295百万円増

加しました。これは主に、その他有価証券評価差額金が2,359百万円減少した一方、為替換算調整勘定が1,781百万

円、利益剰余金が1,264百万円増加したこと等によるものであります。

 

(3）資本の財源及び資金の流動性

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありま

せん。

 

(4）経営方針・経営戦略等

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

(6）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,995百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2022年２月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 16,960,000 16,960,000
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 16,960,000 16,960,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2021年10月１日～

2021年12月31日
－ 16,960,000 － 1,640 － 1,386

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

    2021年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 388,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 16,564,900 165,649 －

単元未満株式 普通株式 6,500 － －

発行済株式総数  16,960,000 － －

総株主の議決権  － 165,649 －

（注）当社は、2021年11月12日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づく自己株式の取得に基づき、当第３四半期会計期間に、東京証券取引所における市

場買付により233,800株を取得しました。この結果、当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数は、622,476株と

なっております。

 

②【自己株式等】

    2021年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

森六ホールディングス

株式会社

東京都港区南青山一丁目

１番１号
388,600 － 388,600 2.29

計 － 388,600 － 388,600 2.29

（注）当社は、2021年11月12日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づく自己株式の取得に基づき、当第３四半期会計期間に、東京証券取引所における市

場買付により、233,800株を取得しました。この結果、当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数は、622,476株

となっております。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,947 17,463

受取手形及び売掛金 32,428 ※ 33,250

商品及び製品 6,104 7,622

仕掛品 3,184 4,269

原材料及び貯蔵品 4,115 5,692

その他 3,592 4,663

貸倒引当金 △12 △15

流動資産合計 67,360 72,948

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,417 19,096

機械装置及び運搬具（純額） 10,265 9,684

工具、器具及び備品（純額） 5,637 5,341

土地 5,132 4,966

リース資産（純額） 107 90

建設仮勘定 3,247 4,035

有形固定資産合計 43,807 43,214

無形固定資産 1,003 961

投資その他の資産   

投資有価証券 18,254 14,294

長期貸付金 256 254

退職給付に係る資産 371 431

繰延税金資産 1,240 1,285

その他 594 721

貸倒引当金 △1 △14

投資その他の資産合計 20,715 16,972

固定資産合計 65,527 61,148

資産合計 132,887 134,097
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,052 ※ 22,319

電子記録債務  2,300 ※ 3,420

短期借入金 17,298 18,040

１年内返済予定の長期借入金  1,514 1,760

リース債務 228 257

未払法人税等 854 1,372

その他  7,800 ※ 6,671

流動負債合計 51,049 53,843

固定負債   

長期借入金 4,638 4,094

リース債務 604 499

繰延税金負債 5,279 4,120

退職給付に係る負債 385 397

資産除去債務 169 169

その他 625 539

固定負債合計 11,701 9,821

負債合計 62,750 63,664

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,640 1,640

資本剰余金 4,782 4,782

利益剰余金 53,638 54,903

自己株式 △237 △663

株主資本合計 59,824 60,663

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,523 6,163

為替換算調整勘定 △90 1,691

退職給付に係る調整累計額 250 214

在外子会社のその他退職後給付調整額 305 322

その他の包括利益累計額合計 8,989 8,392

非支配株主持分 1,322 1,376

純資産合計 70,136 70,432

負債純資産合計 132,887 134,097
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 112,164 95,608

売上原価 98,216 81,804

売上総利益 13,948 13,804

販売費及び一般管理費 9,855 12,292

営業利益 4,093 1,511

営業外収益   

受取利息 96 86

受取配当金 330 399

為替差益 - 8

その他 150 157

営業外収益合計 576 652

営業外費用   

支払利息 333 304

持分法による投資損失 26 3

為替差損 752 -

その他 66 72

営業外費用合計 1,178 380

経常利益 3,491 1,782

特別利益   

固定資産売却益 23 63

投資有価証券売却益 1,034 3,465

補助金収入 190 40

特別利益合計 1,248 3,569

特別損失   

固定資産売却損 5 15

固定資産除却損 6 67

減損損失 ※１   428     -

新型コロナウイルス感染症による損失 ※２ 2,225   -

特別損失合計 2,666 83

税金等調整前四半期純利益 2,073 5,268

法人税等 1,279 2,643

四半期純利益 793 2,625

非支配株主に帰属する四半期純利益 59 84

親会社株主に帰属する四半期純利益 734 2,540
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

四半期純利益 793 2,625

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,588 △2,360

為替換算調整勘定 △558 1,785

退職給付に係る調整額 △7 △35

在外子会社のその他退職後給付調整額 △1 17

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △3

その他の包括利益合計 2,021 △597

四半期包括利益 2,814 2,028

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,755 1,944

非支配株主に係る四半期包括利益 59 84
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　これにより、顧客への商品の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客か

ら受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を

控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。

　当社グループは、商品又は製品については顧客に引き渡した時点で、履行義務を充足したと判断し、同時点

で収益を認識しております。なお、ケミカル事業セグメントは収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱

いを適用し、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転されるまで

の期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ておりますが、利益剰余金の第１四半期連結会計期間の期首残高へ与える影響はありません。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高及び売上原価はそれぞれ34,344百万円減少しております。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める

経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記

載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表

に与える影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（追加情報）

　当第３四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染

症の今後の収束時期等を含む仮定に重要な変更はありません。

EDINET提出書類

森六ホールディングス株式会社(E33603)

四半期報告書

12/21



（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理してお

ります。なお、当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の休日のため、四半期連結会計期間末日満期手形等

が当第３四半期連結会計期間末残高に次のとおり含まれております。

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2021年12月31日）

受取手形 －百万円 313百万円

支払手形 － 122

電子記録債務 － 667

流動負債その他

（設備関係電子記録債務）
－ 101

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　減損損失

前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しま

した。

場所 用途 種類 減損損失

香川県東かがわ市

（森六ケミカルズ㈱、四国化工㈱）
事業用資産

土地、建物及び構築物、

機械装置及び運搬具、工

具、器具及び備品等

428百万円

　当社グループは、原則として、事業用資産については会社、事業所または部門を基準としてグルーピ

ングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

　森六ケミカルズ㈱及び四国化工㈱の事業用資産については、工場移転に伴い旧工場を売却する予定と

なったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（428百万円）を減損損失として特別損

失に計上しております。その内訳は、土地324百万円、建物及び構築物67百万円、機械装置及び運搬具

35百万円等であります。

　なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、その価額は売却見込額により算定してお

ります。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

該当事項はありません。

 

 

※２　新型コロナウイルス感染症による損失

前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、各国政府や地域行政機関による要請や声明等を踏ま

え、当社グループの多くの拠点において、一時的な操業停止又は縮小がありました。

このため、当該期間に発生した固定費（人件費・減価償却費等）のうち、操業の停止又は縮小により臨

時性があると判断された金額、及び当感染症に対処するために直接要した費用を、新型コロナウイルス感

染症による損失として、特別損失に計上しております。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

減価償却費 5,743百万円 5,937百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年５月20日

取締役会
普通株式 712 43 2020年３月31日 2020年６月24日 利益剰余金

2020年11月13日

取締役会
普通株式 331 20 2020年９月30日 2020年12月１日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月13日

取締役会
普通株式 497 30 2021年３月31日 2021年６月７日 利益剰余金

2021年11月12日

取締役会
普通株式 778 47 2021年９月30日 2021年11月29日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 

樹脂加工製品
事業

ケミカル事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 67,309 44,855 112,164 - 112,164

セグメント間の内部売上高

又は振替高
226 2,515 2,742 △2,742 -

計 67,536 47,370 114,906 △2,742 112,164

セグメント利益 3,362 855 4,217 △124 4,093

　（注）１．セグメント利益の調整額△124百万円には、セグメント間取引消去845百万円及び各報告セグメントに

帰属しない当社の費用△969百万円が含まれております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２.報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。

 

３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

「ケミカル事業」セグメントにおいて、固定資産に係る減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、428百万円であります。

 

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 

樹脂加工製品
事業

ケミカル事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 75,076 20,532 95,608 - 95,608

セグメント間の内部売上高

又は振替高
264 1,153 1,418 △1,418 -

計 75,341 21,686 97,027 △1,418 95,608

セグメント利益 210 1,498 1,708 △196 1,511

　（注）１．セグメント利益の調整額△196百万円には、セグメント間取引消去850百万円及び各報告セグメントに

帰属しない当社の費用△1,047百万円が含まれております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２.報告セグメントの変更等に関する事項
　（会計方針の変更）に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用
し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に
変更しております。
　当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の報告セグメント売上高は「ケミカ
ル事業」で36,570百万円減少しております。

 

 

３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を、顧客の所在地に基づき地域別に分解しています。分解した売上高と各報告セグメ

ントの売上高との関連は以下の通りです。

 

　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

（単位：百万円）

 樹脂加工製品事業 ケミカル事業 合計

日本 15,656 11,260 26,917

北米 36,885 300 37,186

中国 15,678 4,474 20,152

アジア 6,403 4,470 10,874

その他 451 25 477

顧客との契約から生じる収益 75,076 20,532 95,608

外部顧客への売上高 75,076 20,532 95,608

 

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

１株当たり四半期純利益 44円30銭 153円45銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）
734 2,540

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益（百万円）
734 2,540

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,570 16,557

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

2021年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しております。

（１）配当金の総額………………………………………778百万円

（２）１株当たりの金額…………………………………47円00銭

（３）基準日………………………………………………2021年９月30日

（４）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2021年11月29日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年２月10日

森六ホールディングス株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 三上　伸也

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩宮　晋伍

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている森六ホールディ

ングス株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年10月１日

から2021年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

 

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、森六ホールディングス株式会社及び連結子会社の2021年12月31日

現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事

項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

 

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

 

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

 

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

 

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

 

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以上

 

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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